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事務局職員職氏名 
 那須民生部長、但馬病院事務長、菅病院総務主幹、渡邊環境生活主幹、

早坂医療給付担当主査 

議 題 

・平成３１年度国民健康保険特別会計決算について 

・平成３１年度国民健康保険病院事業会計決算について 

 

会議の公開又は非

公開の別 
 公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場合) 

 

傍 聴 人 の 数 
(会議を公開した場合) 

０人 

会議資料の名称 
 令和２年度美幌町国民健康保険運営協議会議案 

 美幌町国民健康保険運営協議会資料 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全部記録 

レ録音テープを使用した要点記録 

□要点記録 

その他の必要事項  

 

  



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  

環境生活主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森会長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長 

 

 医療給付担当主査 

  

 森会長 

 

 

 

 病院総務主幹 

 

 森会長 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  皆様お晩でございます。 

本日はお忙しい中、お集まり下さいまして、誠にありがとうございま

す。 

運営協議会の開催に先立ちまして、自治会連合会から推薦をいただい

ております、大平幸雄 様が退任され、新たに 亀山博貴 様の推薦を

いただきましたので、委嘱状の交付を行います。 

     

（委嘱状の交付） 

   

以上で、委嘱状の交付を修了させていただきます。 

     

ただ今から、令和２年度第１回美幌町国民健康保険運営協議会を開催

いたします。 

 

   

それでは、議事日程に基づき会議を進めさせていただきます。 

  はじめに、森会長ご挨拶お願いいたします。 

 

皆様お晩でございます。 

連日暑い日が続いておりますが、お忙しい中、お集まりいただきまし

て、ありがとうございます。 

 

毎日コロナ関係で騒がしく、東京では、連日２００人を超える感染者 

 が出ております。 

 

幸いに美幌町は感染者が出ておりませんが、オホーツク管内と報道が

あると、ドキっとしますね。 

 

本日は、マスク着用での会議となりますが、皆様方の忌憚のない貴重

な意見をいただきたいと思いますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

   

議事の（１）について事務局より説明お願いします。 

 

【平成３１年度国民健康保険特別会計決算について事務局説明】 

 

決算について、事務局より説明ありましたが、何か質問ありませんか 

 

議事の（２）について事務局より説明お願いします。 

 

【平成３１年度国民健康保険病院事業会計決算について説明】 

 

 決算について、事務局より説明ありましたが、何か質問ありませんか 

  

それでは、その他という事で、事務局より説明がありますので先にお

願いして、最後に質問と意見等をいただきたいと思います。 

 

 

 

 



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 環境生活主幹 

 

美幌町国民健康保険運営協議会資料 

１「北海道国民健康保険運営方針の見直し概要」 

２「国民健康保険傷病手当金」 

３「国民健康保険税の減免」 

 

【１～３について、一括して説明】 

 

「北海道国民健康保険運営方針」につきましては、３年度ごとに検証

を行い運営方針に反映させることとしています。 

 

制度改正後の平成３０年度以降においては、北海道は財政運営の責任

主体として中心的な役割を担う一方で、市町村は資格管理や保険給付、

保険税率の決定・賦課・徴収・保健事業など地域におけるきめ細やかな

事業を担う等北海道と市町村が一体となって担っています。 

 

この「北海道国民健康保険運営方針」は、国保に関する事務を北海道

と市町村が共通認識の下で実施するとともに、安定的な財政運営及び事

務の効率化の推進に向け、運営に関する統一的な方針として、策定（見

直し）するものです。 

 

見直しの概要について、ご説明いたします。 

 

この運営方針は、第１章から第９章で構成されており、第２章関係で

は、新たに「市町村国保会計基金」について追加されます。 

 

その中で、市町村特別会計において、各々の実情に応じた財政調整機

能を担うため、一定程度の基金の保有が必要です。社会情勢の急激な変

化に伴う所得の減少や収納率の低下など、納付金の確保が困難となる

様々な要因について協議しながら、保有額の目安を引き続き検討すると

されております。 

 

第３章関係では、「保険料水準の統一」について見直しが行われます。 

 

その中で、令和１２年度から「統一保険料を目指す」としていること

から、令和６年度から「保険料の統一」を目指して行くことになります。 

 

このことは、医療費水準を納付金算定に反映させない仕組みを講じ、

安定的な国保制度の運営を図ります。 

 

資産割の廃止では、「令和８年度までを経過期間」としていることから

遅くても令和９年度からは、美幌町も資産割を廃止し３方式にします。 

 

賦課限度額の統一では、保険税には最高限度額を設けており、平等に

保険税を負担するとの観点から、最高限度額（法定額）の統一するもの

です。 

 



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

   

 環境生活主幹 

 

  

「個別歳入歳出の共通化」については、保険料水準の統一化後は、安定

した国保制度運営のため費用は全道の保険者で負担し、交付金は全道の

保険者の負担抑制のために市町村個別歳入・歳出の共通化が必要です。 

 

「収納率の差の解消」では、市町村間の収納率の解消を図ります。 

 

「法定外繰入の解消」では、決算目的の法定外繰入の解消を図ります。 

 

令和２年３月に北海道が運営方針を作成しており、５月に市町村の意

見徴収、その後、６月と９月に北海道国保運営協議会で審議を得て、令

和２年１０月に「運営方針の決定」「公表」となる予定です。 

 

国民健康保険傷病手当金（資料２枚目）により説明 

 

国民健康保険税の減免（資料３枚目）により説明 

 

資料にはありませんが国民健康保険税の見直しについてご説明いたし

ます。 

 平成２９年度１月の国民健康保険運営協議会において、都道府県単位

化になる前ですが、平成３０年度から、道への納付金支払いのため、当

初は税率改正を考えておりましたが、確定した納付金の額が当初より２

千万円下がった額が示されたことから、３年間は現行税率のままでいき、

不足分を基金活用と考えておりました。 

  

都道府県単位化後の当初予算では、基金を繰入れた予算となっており

ましたが、平成３０年度及び３１年度の決算においては、基金の取崩し

がない状況となっております。 

  

このことは、税における収納率の確保、保険給付費等特別交付金等の

確保や保険税の最高限度額の拡大によるものと考えております。 

 

 都道府県単位化になり、町は北海道に国民健康保険事業費納付金を納

付することになり、保険給付費に必要な費用全額が、北海道から交付さ

れることとなりました。 

  

北海道へ納付する国民健康保険事業費納付金の主要な財源は、国民健

康保険税と公費（低所得者軽減対象世帯に対する保険基盤安定繰入金（軽

減分、支援分）、国保財政安定化支援分、保険者努力支援等交付金）を原

則としていますが、この中で北海道への納付金の支払いができておりま

すので、国民健康保険税率の改正は今のところ考えておりません。 

  

１０月に税務担当でも国保連合会と４方式から３方式への試算をしま

すので、その結果について２月の運営協議会で報告させていただきます。 

  

また、後期高齢者医療保険でも、条例改正等を行っており、傷病手当

金や保険料の減免について、国民健康保険と同様になっております。 

 

  



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  

森会長 

 

亀山委員 

 

 

環境生活主幹 

 

 

 

森会長 

 

中矢委員 

 

  

 

 

 

 

 

玉川委員 

 

 

 

 

  

民生部長 

 

 

 森会長 

 

 

環境生活主幹 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

事務局より説明ありましたが、何か質問ありませんか。 

 

国民健康保険税の減免についての中で、「新型コロナウイルス感染症の

影響」とはどのような事を示しているのか。感染したらという事なのか。 

 

これは、傷病手当金と違って、休業要請等により、飲食店などが休業

により収入減になる事を想定しています。 

今現在７件の申請があり、電話の問い合わせもある状況です。 

 

他に質問ありませんか 

 

 コロナウイルスの感染者が出た場合、美幌町は公表するとは思うが、

あった場合の対処のしかたについて、どのような事を考えているのか。 

 我々医療従事者は、今でも大変な思いをしており、感染病棟は、網走

厚生病院・北見赤十字病院・遠軽厚生病院で２０床くらいだと聞いてい

る。 

これからまだまだ３年くらいは気が許せない状況が続くのではと感じ

ている。 

 

来年には、ワクチンができるのではないか。また、新しい薬もできて

くるとは思うが。 

網走で感染者の発表があり、３人の感染者が出ているようだが、先日

職員みんなで網走のボーリングへ行き食事をしてきたが、間近での感染

者が出たことに驚いている。 

 

 公表するとは思うが、個人情報もあり本人の意向もあることなので、

対処等含め、町長と相談する事になると思う。 

 

 他に質問ありませんか。 

 ないようなので、終了といたします。 

 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございました。

次回は来年２月の開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  

 

 

  

     



 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

  

 

 



 


